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介護保険制度の改正に伴い、区は4月

から、介護予防・日常生活支援総合事業

(以下｢総合事業｣)を開始します。総合事

業は、主に｢要支援｣の状態に相当する方

を対象として、その人の状態や必要性に

合わせていろいろなサービスを提供する

ものです。

総合事業の開始により、一部サービス

の手続きが簡素になり、利用者負担額が

軽減されます。また、地域における介護

予防の活動を支援する取り組みも展開し

ます。高齢者の方々が住みなれた地域で

暮らし続けることができるよう、総合事

業を着実に実施していきます。

▢問 高齢者支援課高齢者ケア調整担当

☎3647-9606

○基本チェックリストは、厚生労働省が定めた25の質問項目で生活機能の低下を判定するものです。

○これまでは、｢要支援・要介護状態になるおそれのある方｣を判定するものとして65歳以上の方すべ

て(認定者除く)に郵送していましたが、4月からは、｢要支援に相当する方(総合事業の対象者)｣を判

定するものとなり、長寿サポートセンター等の窓口で、対面式で実施します。

○｢訪問型・通所型サービス｣のみを利用する方は、基本チェックリストの判定により、サービスを簡

便に受けることができます。

※基本チェック
リストとは


